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南砺市農業委員会第 23回総会会議録

1.招集日時 令和 7年 3月 26 日

2.開会時刻 令和 7年 6月 4 日 午後 1時 55分

3.閉会時刻 令和 7年 6月 4 日 午後 3時 15分

4.場 所 南砺市役所 302会議室

5.委員定数 20名

6.出席委員 18名

7.議事日程

第 1 挨拶

第 2 議事録署名委員の指名

第 3 附議議案

議案第 98号 農地法第 3条の規定による許可申請について

議案第 99号 農地法第 4条第 1項の規定による許可申請に

ついて

議案第 100号 農地法第 5条第 1項の規定による許可申請に

ついて

議案第 101号 農地の非農地証明願いについて

議案第 102号 農地利用集積等促進計画（案）について

番号 氏名 出欠 番号 氏名 出欠

1 西村 博 出 11 法邑 千映子 出

2 堂前 光宏 出 12 山田 良誠 出

3 舘 義由記 出 13 細木 和隆 出

4 德田 德栄 出 14 加藤 善躬 出

5 辻 清市郎 出 15 前川 茂 出

6 金田 雄介 出 16 岩倉 香 出

7 下田 栄樹 出 17 吉田 琢治 出

8 林 弘 欠 18 森田 憲二 欠

9 三井 栄 出 19 長谷川正昭 出

10 北島 直道 出 20 岡村 俊一 出
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第 4 報告事項

報告第 31号 農地法第 18条第 6項の規定による通知書に

ついて

8.事務局職員

事務局長 中島 吉範、係長 長谷川 哲雄

副主幹 小林 由香、主査 高田 賢寿、主任 勇﨑 夏希

9.会議の概要

事務局長 皆様お疲れ様でございます。委員の皆様が、揃われましたので定刻よ

り時間は早い開始となりますが、ただ今より第２３回南砺市農業委員会

令和７年６月の総会を開始したいと思います。

農林水産大臣が小泉大臣に変わりまして、随意契約よって安い備蓄米

を求める消費者の話題が世間を賑わしておりますが、南砺市内において

は、田植えがおおむね終了したところでございます。

また、５月３１日の土曜日に、城端地域の野口地内におきまして、新

嘗祭が営まれ農業委員会会長にも出席いただき、地元の城端小学校の児

童５人が早乙女姿でコシヒカリの苗を植えた事は新聞報道にもあったと

ころでございます。

新嘗祭におきましては 11月 23日に行われる宮中行事でご

ざいまして、全農が新米を天地のおかみ備えて、感謝の報告

を行い、みずからもショックする際であるというふうに伺っ

ておるところでございます。

今年は野口の●● ◆◆様が富山県代表として、新嘗祭に

精米を献納されることになっております。

ご本人はもとより本市におきましても誠に名誉なことであ

るというふうに考えております。

南砺市内では 11年ぶり、城端地域では 44年ぶりの行事と

なっております。

就学につきましてはぬき補債といいまして 9 月末の実施を

予定しておるところでございますまた、新聞報道等でお知ら

せしたいというふうに思っております。

それでは総会の成立についてご報告いたします。

本日は委員総数 20名中 18名の出席であります。

農業委員会等に関する法律第 27条、第 3項に認定されるケ
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議長

事務局

事務局

ースを目指しており、総会が成立することをお知らせいたし

ます。

会議の開始にあたりまして、岡村会長からのごあいさつを

お願いいたします。

続いて議事進行についてもお願いいたします。

5月に入り私達、農業に携わる者として農繁期の始めから好天にも恵まれ、

田植えも一段落されているのではと思います。本日は、令和 7年度の最初の総

会であり、議案につきまして慎重審議をよろしくお願いしたいと思います。

第 22回農業委員会を開催いたします。

会に先立ちまして、議事録署名委員をご指名させていただきます。

本日の署名委員は、7 番委員、8 番委員の 2 名の方よろしくお願いいたしま

す。

それでは議事に入ります。

議案第 95 号 農地法第 3 条の規定による許可申請について、事務局より議

案の朗読と説明を求めたいと思います。

＝議案第 95 号について議案書をもとに朗読・説明＝

今回 4 件の申請がありました。田 11 筆 16,232 ㎡ 畑 2 筆 221 ㎡

計 13 筆 16,453 ㎡です。

受付番号 1 番です。

譲受人は、Ａさんで、譲渡人はＢさんでございます。

申請地につきましては、田 5 筆 ＝ 5,662 ㎡です。

理由につきましては、譲渡人のＢさんは市外在住で高齢の為、地元耕作者の

方へ譲り渡し今後も継続して耕作されるとの事で、申請があったものです。

受付番号 2 番です。

譲受人はＣさんで、譲渡人はＤさんでございます。

申請地につきましては、田 1 筆 ＝ 1,109 ㎡

畑 1 筆 ＝ 175 ㎡です。

理由につきましては、以前から、譲受人のＣさんはＤさんの田畑を借りて耕

作しており、譲渡し耕作を継続されると申請があったものです。
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議長

議長

議長

受付番号 3 番です。

譲受人はＥさんで、譲渡人はＦさんでございます。

申請地につきましては、畑 1 筆 ＝ 46 ㎡です。

理由につきましては、譲渡人のＦさんは、県外在住で耕作する事が難しく、

譲受人のＥさんとは親戚関係にあり、元々借りて耕作していた畑を譲り受け、

今後も耕作されるとの事で申請があったものです。

尚、許可日を空欄にしている理由は後程、ご説明しますが同日に農地法第 5

条の規定による許可の取消しを受付ており、承認を得てからの許可となります

ので、許可日については空欄としております。

受付番号 4 番です。

譲受人はＧさんで、譲渡人はＨさんでございます。

申請地につきましては、田 5 筆 ＝ 9,461 ㎡です。

理由につきましては、譲渡人のＨさんについては、現在ひとり世帯であり今

後、県外に嫁いでいる娘さんの所へ移住を検討されており、田については現在、

耕作しているＧに譲渡し継続して耕作されると申請があったものです。

いずれの案件につきましても、農地法第３条第２項の各号に該当しないた

め、許可要件を満たしているものと考えます。

以上です。

以上の案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありましたらお願いいたし

ます。

（異議なし）

ご異議がないようですので採決をとります。

議案第 95 号 農地法第 3 条の規定による許可申請に対する意見決定につい

て賛成の方は挙手を願います。

（全員挙手）

全員挙手により、原案どおり承認されたものといたします。続きまして、次

の議題へ進みます。

議案第 96 号 農地の非農地証明願いについて、事務局より議案の朗読と説

明を求めたいと思います。

＝議案第 96 号について議案書をもとに朗読・説明＝

今回 1 件の申請があり、福光地域で畑 2 筆 332 ㎡ です。

受付番号 1 番です。

所有者については、市外にお住まいの I さんです。

1 筆目の殿〇〇番地については、空き家を取り壊し手つかずで現在に至り現
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議長

議長

事務局

地写真の添付通り、竹林の状況でした。

２筆目の立野原西△△番地については植樹が行われており、その後は換地さ

れ境界も不明な状況で現地写真の通り、杉が植樹されて復元不能でした。尚、

現地へ●委員が立ち合いに同行していただきましたので、●委員さんより報告

をお願い致します。

先日、現地を確認してきました。

1 筆目の殿〇〇番地については、境界線が全く解らない状況で石が積み重な

って竹林となっており、復元不能であると確認しました。

2 筆目の立野原西△△番地については、杉が植樹されており何をしても復元

不能と判断しました。以上です。

只今の案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありましたらお願いいたし

ます。

（異議なし）

それでは、議案第 96 号 農地の非農地証明願いに対する意見決定について、賛

成の方は挙手を願います。

（全員挙手）

全員挙手により、原案どおり承認されたものといたします。続きまして、次

の議題へ進みます。

議案第 97 号 農用地利用集積等促進計画（案）の決定について、事務局よ

り議案の朗読と説明を求めたいと思います。

今回申請は 49 件、141 筆の申請がありました。田は 166,392 ㎡で 136 筆です。

畑は 11,690 ㎡で 5 筆で合計面積は 178,082 ㎡です。農用地利用集積等促進

計画が提出され承認を求めるものです。詳細については、8 ページ・9 ページ

を御覧下さい。

ただいまの案件についてご意見・ご質問のある方はよろしくお願いいたしま

す。

（異議なし）

ご異議がないようですので採決をとります。

議案第 97 号 農用地利用集積等促進計画（案）の決定について、賛成の方

は挙手をお願いいたします。

（全員挙手）
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全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといたします。次の協議へ進み

ます。

協議第 21 号 農業振興地域整備計画の農用地区域からの除外及び農用地区

域への編入について、事務局より議案の朗読と説明を求めたいと思います。

＝協議第 21 号について議案書をもとに朗読・説明＝

農振除外申請については 2 件です。

受付番号 1 番です。

城端地区（大鋸屋）で除外願出者は J さんで対象地番は瀬戸〇番地、地目

は田で面積は 47㎡です。こちらについては、無断転用の是正です。

受付番号 2 番です。

城端地区（南山田）で譲受人はＫで除外願出者は 4 名です。

1 人目は除外願出者のＬさんです。対象地番は野口〇番地

地目は田で面積は 1,551 ㎡です。

2 人目は除外願出者のＭさんです。対象地番は野口〇番地

地目は田で面積は 1,797 ㎡です。

3 人目は除外願出者のＮさんで 3 筆あります。

対象地番は野口〇番地、地目は田で面積は 248 ㎡

金戸〇番地、地目は田で面積 275 ㎡

金戸〇番地、地目は田で面積 71 ㎡で合計 594 ㎡です。

4 人目は除外願出者のＯさんです。対象地番は金戸〇番地

地目は田で面積は 22㎡です。

除外後の用途については、事業所敷地です。

現在の事業所は、旧 4 階建てと増設した 2 階建ての事業所があります。旧 4

階建ての事業所を取壊し、新しい事業所を建設します。増設した 2 階建ての

事業所については、そのままにし地域の防災施設として有事の際に、防災器

具や格納庫として利用予定で地域内にて協議済との事です。

農用地域への編入については 2 件です。

受付番号１番です。

上平地区（上平）で編入願出者はＰさんです。対象の編入願出地は 3 筆で

す。楮〇番地、地目は田で面積は 696 ㎡・楮〇番地、地目は田で面積は 537

㎡・楮〇番地、地目は田で面積は 666 ㎡です。3 筆共に編入後の用途は田で、

編入理由は一時転用の復元対象地であり、農用地の区域内にある農地の為で

す。
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受付番号 2 番です。

上平地区（上平）で編入願出者はＱさんです。対象の編入願出地は、楮〇

番地、地目は田で面積は 970 ㎡です。編入後の用途は田で、編入理由は一時

転用の復元対象地であり、農用地の区域内にある農地の為です。

ただいまの案件についてご意見・ご質問のある方はよろしくお願いいたし

ます。

受付番号 1 については無断転用で、受付番号 2 の事業所敷地の件について

は、現況は田という解釈で良いか？

お見込みの通りです。

他に、ご異議がないようですので採決をとります。

協議第 21 号 農業振興地域整備計画の農用地区域からの除外及び農用地

区域への編入について、賛成の方は挙手をお願いいたします。

（全員挙手）

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといたします。

協議第 22 号 令和 6 年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況そ

の他事務の実施状況の公表（案）について、事務局より議案の朗読と説明を

求めたいと思います。

まず別紙様式 1の令和 7 年度最適化活動の目標の設定等の資料を、御覧下さ

い。

こちらについては、前回総会の協議第 20 号の案件です。前回では、年度末

であり数字がまだ確定できなかったが、確定した数字についてお伝えします。

Ⅱ最適化活動の目標「1 最適化活動の成果目標（1）農地の集積 ①現状及び課

題中、これまでの集積面積（B）を前回は 5,768ha で 5,873ha に改めました。

②目標中、今年度末の集積面積（累計）（D）を前回は 5,793ha を 5,898ha に改

め、（目標）今年度末の集積率は前回は 81.6％で 81.9％に改めました。

（3）新規参入の促進で②目標の中で新規参入者への貸付等について農地所有者

の同意を得た上で公表する農地の面積について、前回は 2.7ha で 4.8ha に改め

ます。

それでは、議案第 22 号令和 6 年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の

状況その他事務の実施状況の公表（案）についてご説明いたします。
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議長

議長

14ページについては令和 6 年度の数値となっております。15 ページの 1 最

適化活動の成果目標 （1）農地の集積 ①現状及び課題 館内の農地面積（A）

7,220ha については、昨年より 10ha 減っております。

③実績 令和 6 年度の新規集積面積は 14.4 ㏊で集積面積（累計）（G）は

5,873ha で集積率は 81.6％でした。

16ページを御覧下さい。遊休農地発生状況について昨年、農業委員さんと協

力し農地パトロールを実施し 166 筆・110 人の意向調査を実施しました。遊休

農地のうち緑区分が 12.6 ㏊で遊休農地のうち黄区分が 4.8 ㏊で遊休農地の面

積が 17.4 ㏊でした。

17ページの③実績 新規参入者の参入状況の内、参入経営体数は 6 経営体で

取得農地面積は 30.5 ㏊でした。

18ページの(3）新規参入相談会への参加 ②実績 こちらについては、農政

係で令和 6年 7月 21 日に就農マッチングツアーを実施し 14名の参加がありま

した。【推進委員等の点検・評価結果】については、本日も活動記録をいただ

いたりしておりますが実際、活動しているが記入に至ってない・記入漏れ等も

あるかと思います。結果については、目標に対して期待を（やや）下回る結果

となりました。実際、活動目標が月 8 日間と設定しておりハードルが高い事も

評価結果に現れてたのかと思います。

19ページを御覧下さい。Ⅲ事務の実施状況については、1 総会、部会の開催

実績、2 農地法第 3 条に基づく許可事務と 3 農地転用に関する事務（意見を付

して知事への送付）の件数や処理期間を記載しております。以上です。

ただいまの案件についてご意見・ご質問のある方はよろしくお願いいたしま

す。

協議第 22 号 令和 6 年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その

他事務の実施状況の公表（案）について、賛成の方は挙手をお願いいたします。

（全員挙手）

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといたします。

報告事項第 29 号 農地法第 5 条の規定による許可の取消について、事務局

より説明を求めます。

＝報告第 29 号について議案書をもとに朗読・説明＝

申請地につきましては、畑 1筆＝46 ㎡です。

当時の申請人については、譲渡人Ｒさんで譲受人はＳさんです。

申請地については（昭和 46 年 8 月 31 日付けにて許可が出ておりました）

畑 1筆＝46 ㎡で転用目的は、一般住宅敷地として申請があったものです。
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議長

議長

事務局

議長

議長

事務局

しかし、譲受人のＲさんは県外で住宅を建築された為、農地法第 5 条の規定

による許可の取消し願いを提出され、受理し県に進達しております。

先にも、お伝えしましたが 3 条の申請も同日、受付ております。以上です。

ただいまの報告事項についてご意見・ご質問のある方はよろしくお願いいた

します。

（特になし）

報告事項第 30 号 農地法第 18 条第 6 公の規定による通知書について、事務

局より説明を求めます。

＝報告第 30 号について議案書をもとに朗読・説明＝

今回 12 件の届出がありました。面積については田のみで、38,173 ㎡です。

詳細については、23 ページから 26 ページに記載しており備考欄に合意解約

理由を記載しております。以上です。

ただいまの報告事項についてご意見・ご質問のある方はよろしくお願いいた

します。

（特になし）

それでは、その他の案件について事務局からお願いいたします。

1 点目については、活動記録集計についてです。

お手元に配布しております資料の「令和６年度農業委員会活動記録の集計結

果について」をご覧ください。委員の皆様より提出いただいた令和６年度の活

動記録を集計し、別紙のとおり、最適化活動の実施状況や成果目標の達成状況

を作成しました。点検評価の欄につきましても簡単に記載しております。資料

の様式は、先月配布しましたこちらの活動記録セットの１０８ページにあるも

のです。令和７年度の最適化活動の参考にしていただければと思います。

一部の委員さんにおかれましては、成果目標の達成状況が極端に高いパーセ

ンテージで表示されているケースがあります。新規参入や遊休農地の解消面積

の項目において、目標面積に比べ大きな新規参入や遊休農地解消があったもの

であります。「全体としての評語」の欄には「目標に対して期待をやや下回る

結果となった」、と記載しております。こちらは、最適化活動の実施状況や成
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議長

議長

議長

果目標の達成状況について、以前から使用している評価基準により点数化して

４段階評価しております。４月から翌年３月までの最適化活動日数の月平均

が、活動目標で定めている月８日に達していれば評価段階は上がります。詳し

い内容を把握されたい場合は、お手数ですが個別に問い合わせ願います。

また、今回、全国農業会議所で作成された資料を２点配布しております。こ

ちらの、「活動記録簿 記入の手引き」と「最適化活動分類表」になります。

活動記録簿を記入する上で参考にしていただければと思います。以上になりま

す。

2点目につきまして、地域計画についてです。

3月 6 日に広告縦覧は完成しております。ホームページにつきましても、個

人情報等はマスキング等し地図と共に掲載しております。

本当に 1 年以上、計画作成にご協力いただき有難うございました。

今後、年に 1 回は各地域で会議の開催をお願いいたします。開催方法につきま

しても、各地域で会議の開催がしやすい方法でお願いいたします。

以上です。

ほかに何かご意見はございませんか。

（特になし）

以上で、本日の議案・協議・報告事項はすべて終わります。

次回の総会は令和 7 年 6 月 4 日（水）午後 2 時から、場所は南砺市役所 302

会議室となります。

以上で、南砺市農業委員会第 22 回総会を閉会いたします。

（閉会時刻 午後 3 時 20 分）
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議事録が正確であることを証します。

令和 年 月 日

議事録署名委員

議事録署名委員

会 長


